
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（金融庁） 

制 度 名  上場株式等の軽減税率の延長 

税 目 所得税 

 
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る現行の軽減税率 10%（国税 7%、地

方税 3%）を延長すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要

望

の

内

容 

 平年度の減収見込額 
（制度自体の減収額） 

   － 百万円
（ －  百万円）

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

 

⑴ 政策目的 

   経済の持続的な成長を支える資金の供給促進を図る観点から、必要な税制
上の措置を講じ、活力のある市場を構築する。 

 

⑵ 施策の必要性 

現下の経済金融情勢、配当の二重課税問題等に鑑みれば、経済の持続的な
成長を支える資金の供給促進に係る政策的要請は引き続き大きく、投資しや
すい税制を構築する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

Ⅲ－１ 活力のある市場を構築すること 

政 策 の 

達成目標 
 活力のある市場の構築 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 
 今後の経済金融情勢等を踏まえつつ検討 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
（「政策の達成目標」と同じ） 
 
 

合 

理 

性 

政策目標の

達 成 状 況 

 
該当せず 

 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
4,479 万人（平成 21 年度 個人株主数の延べ人数） 
（出典）東京証券取引所等「平成 21 年度株式分布状況調査」

 
有 

効 

性 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

要望の措置は、経済の持続的な成長を支える資金の供給促進
に資するため、活力のある市場の構築に有効である。 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

なし 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 
なし 

 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

なし 

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 相 

当 

性 

要望の措置 

の 妥 当 性 

要望の措置は、個人投資家の税負担の軽減を通じて投資を促
進し、経済の持続的な成長を支える資金の供給促進に資するた
め、妥当である。 



租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
個人株主数の延べ人数   減収額（推計） 

 
平成 21 年度 4,479 万人  （－） 
平成 20 年度 4,482 万人  1,486 億円 
平成 19 年度 4,291 万人   3,492 億円 
平成 18 年度 4,232 万人  2,988 億円 

 
東京証券取引所等「平成 18～21 年度株式分布状況調査」 
減収額は、総務省自治税務局「平成 22 年度 地方税に関する

参考計数資料」からの推計 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

特定口座数は 977 万口座（対前年度末比＋10.1%）となるな
ど、個人投資家の証券市場への参加拡大に一定の効果がある。 

前回要望時 

の達成目標 

 
（リーマンショック後の経済対策として導入されたため、達成
目標は設定されていない） 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 
 
該当せず 

 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

・平成 15 年度改正 
  上場株式等の譲渡益及び配当、公募株式投資信託の収益分
配金等に係る軽減税率 10%（国税 7%、地方税 3%）の適用 

 
・平成 16 年度改正 
 公募株式投資信託の譲渡益に係る軽減税率 10%（国税 7%、
地方税 3%）の適用 
 

・平成 19 年度改正 
  軽減税率の延長（1年間）  
 
・平成 20 年度改正 
  延長を認めず [21 年以降は 20%（国税 15%、地方税 5%）] 
 
 （注）少額の譲渡益（500 万円以下）・少額の配当（100 万円

以下）については、10%（国税 7%、地方税 3%）を適用
（平成 22 年末まで） 

 
・平成 21 年度改正 
  軽減税率の延長（3年間） 
 
 （注）当初要望せず。リーマンショック後の経済対策により

延長決定 

 


